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(54)【発明の名称】 配向分割型垂直配向液晶表示装置

(57)【要約】
【目的】  液晶媒体の透過率を向上させる。
【構成】  垂直配向液晶媒体及びこれを挟持する基板
と、基板の一方に形成される画素電極１Ａと、画素電極
近傍に配列され画素電極への信号供給用バスライン５と
を有し、画素電極１Ａに形成されたスリットパターンに
より液晶媒体において画素電極１Ａに対応する領域が分
割され、その分割された各領域により液晶媒体の配向制
御方向を異ならしめる配向分割型垂直配向液晶表示装
置。スリットパターンは、所定角度に方向付けられた直
線状スリットパターン２ｎ１，２ｎ２，２ｍ１，２ｍ２
を有し、これらは、当該スリットパターンにより分割さ
れる画素電極の領域部分間を接続する少なくとも１つの
ブリッジ３ｎ１，３ｎ２，３ｍ１，３ｍ２を有し、直線
状スリットパターンにおけるブリッジの位置及び数は、
液晶媒体の光透過率が最適となるよう選択される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  配向層と接しつつ無電界時において垂直
配向する液晶媒体と、前記液晶媒体を挟持する２つの対
向基板と、前記基板の一方において形成される画素電極
と、前記画素電極近傍に配列され前記画素電極に信号を
供給するためのバスラインとを有し、少なくとも前記画
素電極に形成されたスリットパターンにより前記液晶媒
体において前記画素電極に対応する領域が分割され、そ
の分割された各領域によって前記液晶媒体の配向制御方
向を異ならしめるようにした配向分割型垂直配向液晶表
示装置であって、
前記スリットパターンは、所定角度に方向付けられた少
なくとも１つの直線状スリットパターンを有し、この直
線状スリットパターンは、当該スリットパターンにより
分割される当該画素電極の領域部分間を接続する少なく
とも１つのブリッジを有し、
前記直線状スリットパターンにおける前記ブリッジの位
置及び／又は数は、前記液晶媒体の光透過率が最適とな
るよう選択された、液晶表示装置。
【請求項２】  配向層と接しつつ無電界時において垂直
配向する液晶媒体と、前記液晶媒体を挟持する２つの対
向基板と、前記基板の一方において形成される画素電極
と、前記画素電極近傍に配列され前記画素電極に信号を
供給するためのバスラインとを有し、少なくとも前記画
素電極に形成されたスリットパターンにより前記液晶媒
体において前記画素電極に対応する領域が分割され、そ
の分割された各領域によって前記液晶媒体の配向制御方
向を異ならしめるようにした配向分割型垂直配向液晶表
示装置であって、
前記スリットパターンは、所定角度に方向付けられた少
なくとも１つの直線状スリットパターンを有し、この直
線状スリットパターンの各々は、当該スリットパターン
により分割される当該画素電極の領域部分間を接続する
単一のブリッジを有し、
前記ブリッジは、前記直線状スリットパターンの中央位
置に形成される、液晶表示装置。
【請求項３】  配向層と接しつつ無電界時において垂直
配向する液晶媒体と、前記液晶媒体を挟持する２つの対
向基板と、前記基板の一方において形成される画素電極
と、前記画素電極近傍に配列され前記画素電極に信号を
供給するためのバスラインとを有し、少なくとも前記画
素電極に形成されたスリットパターンにより前記液晶媒
体において前記画素電極に対応する領域が分割され、そ
の分割された各領域によって前記液晶媒体の配向制御方
向を異ならしめるようにした配向分割型垂直配向液晶表
示装置であって、
前記スリットパターンは、所定角度に方向付けられた少
なくとも１つの直線状スリットパターンを有し、この直
線状スリットパターンの各々は、当該スリットパターン
により分割される当該画素電極の領域部分間を接続する*
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*単一のブリッジを有し、
前記ブリッジは、前記直線状スリットパターンの中央位
置から偏倚させて形成される、液晶表示装置。
【請求項４】  請求項１，２又は３に記載の液晶表示装
置であって、前記直線状スリットパターンは、当該液晶
表示装置の表示画面における水平方向を０゜としたとき
に４５゜及び／又は１３５゜の角度で延在する、ことを
特徴とする液晶表示装置。
【請求項５】  請求項１，２，３又は４に記載の液晶表
示装置であって、前記基板の他方には前記直線状スリッ
トパターンのうち関連する直線状スリットパターンの方
向と略平行に延びる対向突起又はスリットパターンが設
けられ、前記スリットパターン及び前記対向突起又はス
リットパターンにより前記液晶媒体において前記画素電
極に対応する領域が分割され、その分割された各領域に
よって前記液晶媒体の配向制御方向を異ならしめるよう
にしたことを特徴とする液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】この発明は、液晶表示装置に
関する。本発明は特に、配向分割型垂直配向液晶表示装
置に関する。
【０００２】
【従来の技術】この種の液晶表示装置は、例えば特許第
２，９４７，３５０号公報に開示されている。
【０００３】この公報に記載の従来技術においては、垂
直配向液晶媒体を挟持する２つの対向基板の少なくとも
一方に突起パターン又は画素電極内スリットパターンを
設けることにより、配向分割、すなわち該パターンで境
界付けられた各領域における液晶媒体の配向制御方向を
異ならしめる形態を実現している。これにより、垂直配
向液晶の持つ高コントラスト比及び高動作速度を活かし
つつ液晶の配向処理としてラビング工程を伴うことなく
視野角特性を改善するようにしている。
【０００４】しかしながら、上記公報には、液晶媒体の
透過率特性につき、かかるパターンを最適化する手法に
ついては記載されていない。液晶表示装置において、光
学変調をなす液晶媒体の透過率特性は、その表示画像品
質、特に画像の明るさを決定する重要なパラメータであ
り、無視することはできない。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】したがって本発明の目
的は、液晶媒体の透過率を向上させることのできる液晶
表示装置を提供することである。
【０００６】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に、本発明による一態様の液晶表示装置は、配向層と接
しつつ無電界時において垂直配向する液晶媒体と、前記
液晶媒体を挟持する２つの対向基板と、前記基板の一方
において形成される画素電極と、前記画素電極近傍に配
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列され前記画素電極に信号を供給するためのバスライン
とを有し、少なくとも前記画素電極に形成されたスリッ
トパターンにより前記液晶媒体において前記画素電極に
対応する領域が分割され、その分割された各領域によっ
て前記液晶媒体の配向制御方向を異ならしめるようにし
た配向分割型垂直配向液晶表示装置であって、前記スリ
ットパターンは、所定角度に方向付けられた少なくとも
１つの直線状スリットパターンを有し、この直線状スリ
ットパターンは、当該スリットパターンにより分割され
る当該画素電極の領域部分間を接続する少なくとも１つ
のブリッジを有し、前記直線状スリットパターンにおけ
る前記ブリッジの位置及び／又は数は、前記液晶媒体の
光透過率が最適となるよう選択されている。
【０００７】また、本発明による他の態様の液晶表示装
置は、配向層と接しつつ無電界時において垂直配向する
液晶媒体と、前記液晶媒体を挟持する２つの対向基板
と、前記基板の一方において形成される画素電極と、前
記画素電極近傍に配列され前記画素電極に信号を供給す
るためのバスラインとを有し、少なくとも前記画素電極
に形成されたスリットパターンにより前記液晶媒体にお
いて前記画素電極に対応する領域が分割され、その分割
された各領域によって前記液晶媒体の配向制御方向を異
ならしめるようにした配向分割型垂直配向液晶表示装置
であって、前記スリットパターンは、所定角度に方向付
けられた少なくとも１つの直線状スリットパターンを有
し、この直線状スリットパターンの各々は、当該スリッ
トパターンにより分割される当該画素電極の領域部分間
を接続する単一のブリッジを有し、前記ブリッジは、前
記直線状スリットパターンの中央位置に形成されるよう
にしている。
【０００８】さらに、本発明によるまた別の態様の液晶
表示装置は、配向層と接しつつ無電界時において垂直配
向する液晶媒体と、前記液晶媒体を挟持する２つの対向
基板と、前記基板の一方において形成される画素電極
と、前記画素電極近傍に配列され前記画素電極に信号を
供給するためのバスラインとを有し、少なくとも前記画
素電極に形成されたスリットパターンにより前記液晶媒
体において前記画素電極に対応する領域が分割され、そ
の分割された各領域によって前記液晶媒体の配向制御方
向を異ならしめるようにした配向分割型垂直配向液晶表
示装置であって、前記スリットパターンは、所定角度に
方向付けられた少なくとも１つの直線状スリットパター
ンを有し、この直線状スリットパターンの各々は、当該
スリットパターンにより分割される当該画素電極の領域
部分間を接続する単一のブリッジを有し、前記ブリッジ
は、前記直線状スリットパターンの中央位置から偏倚さ
せて形成されるようにしている。
【０００９】上記各態様において、前記直線状スリット
パターンは、当該液晶表示装置の表示画面における水平
方向を０゜としたときに４５゜及び／又は１３５゜の角
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度で延在することとすることができる。
【００１０】また、前記基板の他方には前記直線状スリ
ットパターンのうち関連する直線状スリットパターンの
方向と略平行に延びる対向突起又はスリットパターンが
設けられ、前記スリットパターン及び前記対向突起又は
スリットパターンにより前記液晶媒体において前記画素
電極に対応する領域が分割され、その分割された各領域
によって前記液晶媒体の配向制御方向を異ならしめるよ
うにすることができる。
【００１１】本発明者らは、かかるブリッジが直線状ス
リットパターンにおいて多数存在すると、不所望な電界
が液晶媒体に分布し、もって液晶媒体を明状態に駆動す
る場合に液晶の光透過を妨げ像を暗くさせてしまう傾向
があることを見い出した。
【００１２】また本発明者らは、かかるブリッジが単一
のものであっても、直線状スリットパターンにおけるブ
リッジの位置を変えることにより、液晶媒体における電
界分布が変化することも認識した。この認識に基づき、
画素電極のスリット位置によっては、当該画素電極に信
号を供給するソース又はゲートバスラインに対して遠ざ
かる位置又は近づいた位置にブリッジを配することで、
液晶媒体が良好な光透過率を呈しうることも判明した。
【００１３】よって上述した態様の構成を採用すること
により、液晶媒体の透過率が向上し、高表示品質に寄与
することができる。
【００１４】
【発明の実施の形態】以下、本発明による上記態様及び
その他の態様を、添付図面を参照して詳細に説明する。
【００１５】
【実施例１】図１は、本発明による一実施例の液晶表示
装置に用いられる画素電極及びその周辺部の構造を平面
図にて概略的に示している。
【００１６】図１において、例えば透過型液晶表示に好
適に採用される光透過性物質からなる画素電極１Ａは、
先述したような配向分割のためにスリットパターンを有
している。かかるスリットパターンは、当該液晶表示装
置の表示画面の水平方向，垂直方向をそれぞれ０゜，９
０゜としたときの角度１３５゜で延びる直線状スリット
パターン２ｎ１，２ｎ２と、同角度４５゜で延びる直線
状スリットパターン２ｍ１，２ｍ２とを含む。
【００１７】スリットパターン２ｎ２とスリットパター
ン２ｍ１は、ここでは略長方形状の画素電極１Ａの右側
中央においてそれらの一端部が結合し、逆くの字形を呈
して延在する。これにより、画素電極１Ａの左側中央部
には、斜辺を縦にする直角二等辺三角形の領域が形成さ
れる。
【００１８】スリットパターン２ｎ１とスリットパター
ン２ｍ２は、ここでは長方形状の画素電極１Ａの右上側
角部及び右下側角部を、それぞれ例えば直角二等辺三角
形の領域に分離する如く延在する。
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【００１９】これら直線状スリットパターンは、画素電
極のひと繋がりの空洞部分を指すスリットと、当該スリ
ットパターンにより分離される画素電極領域間の接続を
なすブリッジ３ｎ１，３ｎ２，３ｍ１，３ｍ２とを有す
る。図示されているように、ここでは、１つの直線状ス
リットパターンに対して１つのブリッジが形成され、そ
の形成位置が直線状スリットパターンの略中央となって
いる。
【００２０】図示のように、これらのブリッジは、スリ
ットの延在方向を直角に渡る形態を採っており、画素電
極の分割領域間を最短距離でつなぐので画素電極の低抵
抗化に有利であるという側面もある。
【００２１】画素電極１Ａの左下側角部には、アクティ
ブ素子としての例えばＴＦＴ（薄膜トランジスタ）４が
配されている。通常は、このＴＦＴのドレイン電極が画
素電極１Ａと接続される（その接続形態の説明は省略す
る）。
【００２２】画素電極１Ａの左側にはいわゆるソースバ
スライン５が表示画面の垂直方向に走り、下側にはいわ
ゆるゲートバスライン６が水平方向に走る。バスライン
５はＴＦＴ４のソース電極に接続され、バスライン６
は、ＴＦＴ４のゲート電極と接続される（これら接続形
態の説明は省略する）。
【００２３】ＴＦＴ４は、ゲートバスライン６に供給さ
れた走査線駆動信号によりアクティブとなり、ソースバ
スライン５に供給された画素情報信号に応じた電圧を、
画素電極１Ａをしてその上層側（紙面の上側）にある液
晶媒体に供給せしめるよう動作する。
【００２４】なお、画素電極１Ａ及びバスライン５，６
は、一方の基板に形成されており、この基板とこれに対
向する他方の基板とにより液晶媒体が挟持されるもので
ある。各基板の液晶媒体との接触面には当該液晶分子を
無電界時に垂直配向させる配向膜が施される。また、他
方の基板には、カラーフィルタ及び透明な共通電極が設
けられ、画素電極１Ａと共働してその間に挟まれた液晶
部分を画素毎に電圧が印加されるような構成を持つ。
【００２５】また、画素電極１Ａは、基本色成分（例え
ば、赤（Ｒ），緑（Ｇ），青（Ｂ））のいずれかの画素
に対応するものである。したがってフルカラー表示を行
うために、画素電極１Ａの如き形状及び構造を有する画
素電極が表示領域においてカラーフィルタと関連づけら
れて多数配列されているのが通常である。例えば、画素
電極は当該表示領域の水平方向にＲ，Ｇ，Ｂ，Ｒ，Ｇ，
…といった順に列として並べられ、その上下の列におい
ても同様に並べられるのである。
【００２６】図２は、図１の構成を有する液晶表示装置
（パネル）のａ－ａ断面構造を概略的に示している。
【００２７】一方のガラス基板１００には上記画素電極
１Ａが設けられ、これに対向して配置される他方のガラ
ス基板２００には共通電極２０が設けられる。他方の基

6
板２００にはまた、配向分割用の突起（パターン）２Ｐ
が設けられる。図１の点線７ｎ，７ｍは、この突起の頂
点を画素電極１Ａに対応させて示したものである。
【００２８】このような基板間に適正な液晶、ここでは
電圧が印加されるとその液晶分子が電界に垂直な方向に
傾くとともに無電界時に垂直配向膜に接している状態で
は当該配向膜表面に対して垂直に配向するネガティブ型
の液晶媒体３００が封入される。
【００２９】なお、図２では、説明を簡明とするため
に、かかる垂直配向膜や、カラーフィルタ、偏光板など
の構成要素を省略している。これらの詳細な構成の説明
は、上記先行技術文献等に委ねることとする。
【００３０】いま、画素電極１Ａと共通電極２０との間
に十分な（白駆動）電圧が印加されたとすると、図２に
破線で示されるような電気力線の電界が生じる。この電
界は、スリットパターン２ｍ１，２ｍ２（の空洞スリッ
ト部）の影響により図示のように電気力線が一部湾曲し
たものとなる。このような電界により、突起パターン２
Ｐとスリットパターン２ｍ１との間の領域では、液晶分
子３０１は時計回りに回転又は傾斜する一方、突起パタ
ーン２Ｐとスリットパターン２ｍ２との間の領域では、
液晶分子３０２は、反時計回りに回転又は傾斜する。し
たがって、液晶分子の配向の制御方向を同じ画素内で異
ならしめることができるのである。
【００３１】かかる配向分割は、ａ－ａ断面に見られる
ものであるが、同様の振る舞いはｂ－ｂ断面（図１参
照）においても見られる。但しｂ－ｂ断面では、ａ－ａ
方向とは９０゜異なるので、画素電極全域を考えると、
図２に示した液晶分子の配向制御方向と９０゜異なる配
向分割がなされる。
【００３２】かくして１つの画素において、４つの配向
制御方向が規定されることとなるのである。
【００３３】
【実施例２】図３は、本発明による他の実施例の液晶表
示装置に用いられる画素電極及びその周辺部の構造を平
面図にて概略的に示している。
【００３４】この実施例では、図示されているように、
１つの直線状スリットパターンに対して１つのブリッジ
が形成され、その形成位置が、上記実施例１よりも右
側、すなわち当該画素電極に接続されるＴＦＴ４のソー
ス電極に繋がるバスライン５から離れた位置となってい
る。
【００３５】
【実施例３】図４は、本発明によるさらに他の実施例の
液晶表示装置に用いられる画素電極及びその周辺部の構
造を平面図にて概略的に示している。
【００３６】この実施例では、図示されているように、
１つの直線状スリットパターンに対して１つのブリッジ
が形成され、その形成位置が、上記実施例１よりも左
側、すなわち当該画素電極に接続されるＴＦＴ４のソー
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7
ス電極に繋がるバスライン５に近づいた位置となってい
る。
【００３７】
【実施例４】図５は、本発明によるさらにまた別の実施
例の液晶表示装置に用いられる画素電極及びその周辺部
の構造を平面図にて概略的に示している。
【００３８】この実施例では、図示されているように、
１つの直線状スリットパターンに対して１つのブリッジ
が形成され、その形成位置が、当該直線状スリットパタ
ーンの一端部、すなわち当該画素電極の平面図上の輪郭
部分又は端部を担う位置となっている。
【００３９】上記４つの実施例につきその効果を説明す
るために、図６にそれらの比較例を示す。
【００４０】図６においては、１つの直線状スリットパ
ターンに対して複数、ここでは３つのブリッジが形成さ
れ、それらの形成位置が、直線状スリットパターンにお
いて略均等に配されている。かかる複数ブリッジ配置の
スリットパターンには、画素電極形成時に、ブリッジの
欠損を補償するという利点や、画素電極の抵抗率を下げ
るという利点がある。
【００４１】この比較例の画素電極により構成した液晶
セルの透過率と、上記実施例１～４の画素電極により構
成した液晶セルの透過率とを比べると、次のような結果
を得た。比較例において得られる透過率に対し、実施例
１は約４％、実施例２は約１０％、実施例３及び４は約
６％のそれぞれ透過率の上昇が期待できることを確認し
た。したがって、上述したような形態のスリットパター
ン及びバスライン構成では、実施例４のように、バスラ
インから遠ざかる位置にブリッジを配するのが最も有望
である。
【００４２】また、最も有望な他の例としては、図７に
示されるスリットパターンがある。図７の例では、くの
字を呈する直線状スリットパターン２ｎ２，２ｍ１の結
合部分から、さらにスリットを水平方向に、右すなわち
バスライン５から離れる方位に引き延ばしている。かか
る引き延ばし部分２Ｌを有する構成によって、実施例２
より液晶媒体の透過率がさらに向上しうることが確認さ
れている。
【００４３】なお、本発明において他に色々な改変例が
可能なことは言うまでもない。例えば、スリットパター
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ン及び／又は突起パターンの延在方向やそれによる領域
の分割形態を変えることもできる。
【００４４】また、上記実施例においてはアクティブマ
トリクス方式の液晶表示装置を説明したが、本発明はパ
ッシブマトリクス方式のものにも適用可能である。
【００４５】このように、ここに記述された好適実施例
は例示的なものであり限定的なものではない。本発明の
範囲は添付の請求項により示されており、かかる請求項
の意味の中に入る全ての変形例は本発明に含まれるもの
である。
【図面の簡単な説明】
【図１】  本発明の第１実施例による画素電極及びその
周辺の構造を示す概略平面図。
【図２】  図１の構成の画素電極を有する液晶表示パネ
ルの構造を概略的に示す断面図。
【図３】  本発明の第２実施例による画素電極及びその
周辺の構造を示す概略平面図。
【図４】  本発明の第３実施例による画素電極及びその
周辺の構造を示す概略平面図。
【図５】  本発明の第４実施例による画素電極及びその
周辺の構造を示す概略平面図。
【図６】  本発明の各実施例の効果を説明するための比
較例を示す図。
【図７】  本発明の第２実施例の改変例を示す図。
【符号の説明】
１Ａ，１Ｂ，１Ｃ，１Ｄ，１Ｅ，１Ｆ…画素電極
２ｎ１，２ｎ２，２ｍ１，２ｍ２…直線状スリットパタ
ーン
２Ｌ…水平延在スリット
３ｎ１，３ｎ２，３ｍ１，３ｍ２…ブリッジ
４…ＴＦＴ
５…ソースバスライン
６…ゲートバスライン
７ｎ，７ｍ…突起パターン頂部
１００…一方の基板
２００…他方の基板
２０…共通電極
２Ｐ…突起パターン
３００…液晶媒体
３０１，３０２…液晶分子
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